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2024 年 6 月 27 日 一部改正 
2024 年 1 月 30 日 技術委員会 審議 
2024 年 6 月 25 日 国土交通大臣 認可 

 

IP コード 

改正対象 
国際条約による証書に関する規則 
鋼船規則 O 編 
鋼船規則検査要領 O 編 

改正理由 
洋上風力発電設備や石油プラットフォーム等の洋上施設上で作業を行う作業員を

運送する船舶において，作業員は旅客として扱われ，12 人を超える作業員を運送

する場合は旅客船の要件を適用する必要があった。一方，作業員を運ぶ目的のため

に，旅客船の要件を適用することは適当ではないとして，洋上施設上で作業を行う

人員（IP）を運送する船舶に対する規定が IMO にて議論されてきた。 
 
その結果，2022 年 11 月に開催された IMO 第 106 回海上安全委員会（MSC106）に

おいて，決議 MSC.527(106)として IP コードが制定され，決議 MSC.521(106)として

IP コードを強制化する SOLAS 条約 XV 章が制定された。 
 
今般，決議 MSC.521(106)及び決議 MSC.527(106)に基づき，関連規定を改める。 

改正内容 
決議 MSC.521(106)及び決議 MSC.527(106)に基づき，洋上施設上で作業を行う人員

（IP）を運送する船舶に対する要件を規定する。 

施行及び適用 
2024 年 7 月 1 日から施行 

 
 
 
 

ID: DX23-19 
 
 

規則の節･条タイトルの末尾に付けられた

アスタリスク (*) は，その規則に対応する

要領があることを示しております。 
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国際条約による証書に関する規則 

第三条  本会の船級登録を受けた旅客船以外の日本

船舶であって次の各号に掲げるものの所有者は，

それぞれ当該各号に掲げる条約証書（本会が日本

政府により付与された権限に基づいて交付する

貨物船安全構造証書（様式1-1），貨物船安全設

備証書（様式 1-2 及び様式 1-3），貨物船安全無

線証書（様式 1-4 及び様式 1-5），貨物船安全証

書（様式 1-6 及び様式 1-7），液化ガスばら積船

適合証書（様式 1-8 及び様式 1-9），極海域航行

船証書（様式 1-10 及び様式 1-11），産業人員安

全証書（様式 1-12），国際満載喫水線証書（様

式 2）及び国際防汚方法証書（様式 3）をいう。

以下第九条まで同じ。）の交付を受けることがで

きる。ただし，船舶検査証書（船舶安全法第九条

第一項の船舶検査証書をいう。以下同じ。）若し

くは臨時航行許可証（船舶安全法第九条第二項の

臨時航行許可証をいう。以下同じ。）を受有して

いない船舶又は本会が満載喫水線の位置を定め

ていない船舶（第二号に係るものに限る。）にあ

っては，この限りでない。 
(1) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上

の船舶（船舶安全法施行規則第一条第二項第

一号の漁船を除く。）1974 年の海上におけ

る人命の安全のための国際条約による貨物

船安全構造証書，貨物船安全設備証書及び貨

物船安全無線証書又は貨物船安全証書 

国際条約による証書に関する規則 

第三条  本会の船級登録を受けた旅客船以外の日本

船舶であって次の各号に掲げるものの所有者は，

それぞれ当該各号に掲げる条約証書（本会が日本

政府により付与された権限に基づいて交付する

貨物船安全構造証書（様式1-1），貨物船安全設

備証書（様式 1-2 及び様式 1-3），貨物船安全無

線証書（様式 1-4 及び様式 1-5），貨物船安全証

書（様式 1-6 及び様式 1-7），液化ガスばら積船

適合証書（様式 1-8 及び様式 1-9），極海域航行

船証書（様式 1-10 及び様式 1-11），国際満載喫

水線証書（様式2）及び国際防汚方法証書（様式

3）をいう。以下第九条まで同じ。）の交付を受

けることができる。ただし，船舶検査証書（船舶

安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。以下

同じ。）若しくは臨時航行許可証（船舶安全法第

九条第二項の臨時航行許可証をいう。以下同じ。）

を受有していない船舶又は本会が満載喫水線の

位置を定めていない船舶（第二号に係るものに限

る。）にあっては，この限りでない。 
(1) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上

の船舶（船舶安全法施行規則第一条第二項第

一号の漁船を除く。）1974 年の海上におけ

る人命の安全のための国際条約による貨物

船安全構造証書，貨物船安全設備証書及び貨

物船安全無線証書又は貨物船安全証書 
(2) 国際航海に従事する長さ 24 メートル以上の

国際条約による証書に関

する規則に産業人員安全

証書を追加 
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(2) 国際航海に従事する長さ 24 メートル以上の

船舶（船舶安全法施行規則第一条第二項第一

号の漁船を除く。）1966 年の満載喫水線に

関する国際条約による国際満載喫水線証書 
(3) 総トン数 400 トン以上の船舶であって所有

者が条約証書の交付を受けようとするもの 
2001 年の船舶の有害な防汚方法の規制に関

する国際条約証書 
(4) 国際航海に従事する総トン数 300 トン以上

500 トン未満の貨物船 1974 年の海上にお

ける人命の安全のための国際条約による貨

物船安全無線証書 
(5) 国際航海に従事する液化ガスばら積船（危険

物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただ

し書に規定する船舶を除く。）液化ガスばら

積船の構造及び設備に関する規約による液

化ガスばら積船適合証書 
(6) 国際航海に従事する極海域航行船 1974 年

の海上における人命の安全のための国際条

約による極海域航行船証書 
 

第六条  貨物船安全構造証書，貨物船安全設備証書，

貨物船安全無線証書，貨物船安全証書，液化ガス

ばら積船適合証書，極海域航行船証書，産業人員

安全証書若しくはこれらの証書に係る免除証書

を受有する船舶の所有者は，年次検査又は中間検

査を受けようとする場合又は定期検査に合格し

た場合であって前条 3.項のただし書きによる場

船舶（船舶安全法施行規則第一条第二項第一

号の漁船を除く。）1966 年の満載喫水線に

関する国際条約による国際満載喫水線証書 
(3) 総トン数 400 トン以上の船舶であって所有

者が条約証書の交付を受けようとするもの 
2001 年の船舶の有害な防汚方法の規制に関

する国際条約証書 
(4) 国際航海に従事する総トン数 300 トン以上

500 トン未満の貨物船 1974 年の海上にお

ける人命の安全のための国際条約による貨

物船安全無線証書 
(5) 国際航海に従事する液化ガスばら積船（危険

物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただ

し書に規定する船舶を除く。）液化ガスばら

積船の構造及び設備に関する規約による液

化ガスばら積船適合証書 
(6) 国際航海に従事する極海域航行船 1974 年

の海上における人命の安全のための国際条

約による極海域航行船証書 
 
 

 

第六条  貨物船安全構造証書，貨物船安全設備証書，

貨物船安全無線証書，貨物船安全証書，液化ガス

ばら積船適合証書，極海域航行船証書若しくはこ

れらの証書に係る免除証書を受有する船舶の所

有者は，年次検査又は中間検査を受けようとする

場合又は定期検査に合格した場合であって前条
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合には，当該証書を本会に提示しなければならな

い。 
2. 本会は，前項の船舶が同項の検査に合格した

場合には，当該証書にその旨を記入し，船舶

の所有者に返付するものとする。前条3.項の

ただし書きによる場合は，当該証書に延長さ

れた旨を記入し，船舶の所有者に返付するも

のとする。 
3. 国際満載喫水線証書若しくはこの証書に係

る免除証書を受有する船舶の所有者は，年次

検査又は中間検査を受けようとする場合又

は定期検査に合格した場合であって前条 3.
項のただし書きによる場合には，当該証書を

本会に提示しなければならない。 
4. 本会は，前項の船舶が同項の検査に合格した

場合には，当該証書にその旨を記入し，船舶

の所有者に返付するものとする。前条第 3.
項のただし書きによる場合は，当該証書に延

長された旨を記入し，船舶の所有者に返付す

るものとする。 
5. 国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者

は，船級登録上の年次検査，中間検査，定期

検査，船底検査又は臨時検査を受けようとす

る場合及び船舶防汚システム規則上の臨時

検査を受けようとする場合には，当該証書を

本会に提示しなければならない。 
6. 本会は，前項の船舶が同項の検査（防汚方法

の更新に係る検査をした場合に限る。）に合

格した場合には，当該証書にその旨記入し，

3.項のただし書きによる場合には，当該証書を本

会に提示しなければならない。 
2. 本会は，前項の船舶が同項の検査に合格した

場合には，当該証書にその旨を記入し，船舶

の所有者に返付するものとする。前条3.項の

ただし書きによる場合は，当該証書に延長さ

れた旨を記入し，船舶の所有者に返付するも

のとする。 
3. 国際満載喫水線証書若しくはこの証書に係

る免除証書を受有する船舶の所有者は，年次

検査又は中間検査を受けようとする場合又

は定期検査に合格した場合であって前条 3.
項のただし書きによる場合には，当該証書を

本会に提示しなければならない。 
4. 本会は，前項の船舶が同項の検査に合格した

場合には，当該証書にその旨を記入し，船舶

の所有者に返付するものとする。前条第 3.
項のただし書きによる場合は，当該証書に延

長された旨を記入し，船舶の所有者に返付す

るものとする。 
5. 国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者

は，船級登録上の年次検査，中間検査，定期

検査，船底検査又は臨時検査を受けようとす

る場合及び船舶防汚システム規則上の臨時

検査を受けようとする場合には，当該証書を

本会に提示しなければならない。 
6. 本会は，前項の船舶が同項の検査（防汚方法

の更新に係る検査をした場合に限る。）に合

格した場合には，当該証書にその旨記入し，
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船舶の所有者に返付するものとする。 
7. 貨物船安全構造証書，貨物船安全設備証書，

貨物船安全無線証書，貨物船安全証書，液化

ガスばら積船適合証書，極海域航行船証書，

産業人員安全証書及び国際防汚方法証書を

受有する船舶の所有者は，寄港国当局から本

会の検査を受けることを要請された場合に

は，本会の検査を受けなければならない。 
 

船舶の所有者に返付するものとする。 
7. 貨物船安全構造証書，貨物船安全設備証書，

貨物船安全無線証書，貨物船安全証書，液化

ガスばら積船適合証書，極海域航行船証書及

び国際防汚方法証書を受有する船舶の所有

者は，寄港国当局から本会の検査を受けるこ

とを要請された場合には，本会の検査を受け

なければならない。 
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（新規）  
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附  則 
 

1. この規則は，2024 年 7 月 1 日（以下，「施行日」

という。）から施行する。 
2. 施行日前にキールが据え付けられる船舶又は特定

の船舶として確認できる建造が開始され，かつ，少

なくとも50トン又は全建造材料の見積重量の1%*1

のいずれか少ないものが組み立てられた状態にあ

る船舶であって，主管庁により決議MSC.418(97)に
基づく運用権限が与えられた船舶については，この

規則の規定にかかわらず，施行日以降の最初の中間

検査又は定期検査*2 のいずれか早い方の時期の前

までは，なお従前の例によることができる。 
*1 高速船については，1％を3％に読み替える。 
*2 高速船については，最初の中間検査又は定期検

査を第3回目の年次検査又は最初の定期検査に

読み替える。 
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鋼船規則O 編 作業船 

1 章 通則 

1.1 適用及び同等効力 

1.1.1 適用* 
-5. 旅客船以外であって，国際航海に従事する総トン数

500 トン以上の，少なくとも 1 人の洋上施設上で作業を行う

人員（IP）が乗船する最大搭載人員の多い船舶（ただし，非

自航船を除く）にあっては，本章の規定に加え，附属書1.1.1-5.
「洋上施設上で作業を行う人員を運送する船舶」にもよらな

ければならない。 
-6. 旅客船以外であって，少なくとも 1 人の IP が乗船す

る最大搭載人員の多い船舶であっても，国際航海に従事しな

い船舶又は総トン数が500トン未満の船舶は，附属書1.1.1-5.
「洋上施設上で作業を行う人員を運送する船舶」によらなく

ても差し支えない。ただし，当該船舶は本章の規定に加え，

特別な考慮を払わなければならない。 

 
1.2 一般 

1.2.4 船級符号への付記* 
-3. 附属書 1.1.1-5.「洋上施設上で作業を行う人員を運送

する船舶」に適合した船舶は，船級符号に”Industrial Personnel”
（略号：IP）を付記する。 
 

鋼船規則O 編 作業船 

1 章 通則 

1.1 適用及び同等効力 

1.1.1 適用* 
（新規） 
 
 
 

 
 
（新規） 
 
 
 
 
 

 
1.2 一般 

1.2.4 船級符号への付記* 
（新規） 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別な考慮は，O 編検査

要領O1.1.1に規定。 
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1.3 定義 

1.3.6 作業者 
洋上風力発電設備等での作業に関連する，洋上施設上で作

業を行う人員（IP）又は特殊乗船者（SP）をいう。 
 

1.3.8 最大搭載人員の多い船舶 
乗船する作業者及び旅客の合計人数が 12 人を超える船舶

をいう。 

1.3.9 洋上施設上で作業を行う人員（IP） 
洋上施設上で作業を行う人員（IP）とは，他の船舶又は洋

上施設上で行われる海洋産業活動を目的として，船上で移送

される又は宿泊するすべての人員をいう。IPは旅客として扱

わない。 

1.3.10 特殊乗船者（SP） 
特殊乗船者（SP）とは，旅客，乗組員及び1歳未満の乳児

以外の者であって，船舶の特殊な目的又は船舶で実施される

特殊な作業に関連して当該船舶で運送されるすべての者をい

う。SPは旅客として扱わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 定義 

1.3.6 作業者 
専ら洋上風力発電設備等に関連した作業に従事する乗船者

をいう。 
 

1.3.8 最大搭載人員の多い船舶 
作業者が12人を超える船舶をいう。 
 

（新規） 
 
 
 
 

（新規） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
最大搭載人員の多い船舶 
IP+SP+旅客 > 12 
 
 
MSC.527(106) IPコード 
Part I 2.4 
 
 
 
 
 
MSC.266(78)SPSコード 
Part I 1.3.11 
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11章 洋上風力発電設備設置船 

11.1 一般 

11.1.1 適用 
-1. 洋上風力発電設備設置船（以下，本章において船舶と

いう。）にあっては，他編の関連規定によるほか，本章の規

定を適用しなければならない。 
 
 

 

11.7 機関 

11.7.1 一般* 
（削除） 
 

 
11.8 電気設備 

11.8.1 一般 
（削除） 

 
 
 

11.9 防火構造及び脱出設備 

11.9.1 一般 
（削除） 

11章 洋上風力発電設備設置船 

11.1 一般 

11.1.1 適用 
-1. 洋上風力発電設備設置船（以下，本章において船舶と

いう。）にあっては，他編の関連規定によるほか，本章の規

定を適用しなければならない。ここで，本章に規定される「最

大搭載人員の多い船舶」とは，旅客船以外であって船員を除

く乗船者が12人を超える船舶をいう。 
 

11.7 機関 

11.7.1 一般* 
-2. 最大搭載人員の多い船舶のデッドシップ状態からの

復帰については，前-1.に加え，特別な考慮を払わなければな

らない。 
 

11.8 電気設備 

11.8.1 一般* 
-3. 最大搭載人員の多い船舶の主電源設備及び非常電気

設備については，前-1.及び-2.に加え，特別な考慮を払わなけ

ればならない。 
 

11.9 防火構造及び脱出設備 

11.9.1 一般* 
-2. 最大搭載人員の多い船舶にあっては，前-1.に加え，特

 
 
 
 
 
 
 
 
最大搭載人員の多い船舶

に関する規定を 1 章に移

設したため，11章におけ

る最大搭載人員の多い船

舶についての規定を削除

する。 
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11.10 消火設備 

11.10.1 一般* 
（削除） 
 
 

別な考慮を払わなければならない。 

 
11.10 消火設備 

11.10.1 一般* 
-3. 最大搭載人員の多い船舶にあっては，前-1.及び-2.に加

え，特別な考慮を払わなければならない。 
 

12章 洋上風力発電設備支援船 

12.1 一般 

12.1.1 適用 
（削除） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

12章 洋上風力発電設備支援船 

12.1 一般 

12.1.1 適用* 
-4. 本章の規定にかかわらず，最大搭載人員の多い船舶に

あっては，特別な配慮を払わなければならない。 
 

 
 
 
最大搭載人員の多い船舶

に関する規定を 1 章に移

設したため，12章におけ

る最大搭載人員の多い船

舶についての規定を削除

する。 
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附属書 1.1.1-5. 洋上施設上で作業を行う人員（IP）を 
運送する船舶 

1 章 通則 

An1.1 一般 

An1.1.1 適用 
-1. 本附属書の規定は，国際航海に従事する総トン数 500

トン以上の貨物船であって，少なくとも 1 人の洋上施設上で

作業を行う人員（IP）が乗船する最大搭載人員の多い船舶（た

だし，非自航船を除く）に適用する。 
-2. MSC.418(97) “INTERIM RECOMMENDATIONS ON 

THE SAFE CARRIAGE OF MORE THAN 12 INDUSTRIAL 
PERSONNEL ON BOARD VESSELS ENGAGED ON 
INTERNATIONAL VOYAGES”に基づいて 12 人を超える IP を

運送することを主管庁が認めた船舶（高速船を除く）につい

ては，本附属書のAn3.1，An3.2（An3.2.1-1.(7)を除く），An4.7
及びAn4.8を満たさなければならない。 

-3. MSC.418(97)に基づいて 12 人を超える IP を運送する

ことを主管庁が認めた高速船については，本附属書のAn3.1，
An3.2（An3.2.1-1.(7)を除く），An5.7 及び An5.8 を満たさな

ければならない。 
-4. MSC.418(97)に基づいて 12 人を超える IP を運送する

ことを主管庁が認めていない船舶については，12人を超える

IPを運送する前までに本附属書の規定を満たさなければなら

ない。 
-5. -2.から-4.の IP の人数は，旅客，IP 及び SP の合計数

とする。 

（新規） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MSC.521(106) SOLAS15
章 
Rugulation 3 Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「IP コード」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

19/43 

An1.2 定義 

An1.2.1 用語の定義 
本附属書における用語の定義は，次の(1)から(6)による。 
(1) 「運送」とは，移送，宿泊又はその両方をいう。 
(2) 「HSC コード」とは，IMO 海上安全委員会が決議

MSC.97(73)で採択した”the International Code of Safety 
for High-Speed Craft, 2000”（その後の改正を含む）を

いう。 
(3) 「海洋産業活動」とは，再生可能エネルギー又は炭化

水素エネルギーによる資源の探査及び開発，水産養

殖，海洋掘削又は類似の活動に関連するが，これに限

定されない洋上施設の建設，保守，廃止，運用又はサ

ービスのことをいう。 
(4) 「IPエリア」とは，通常運航中に IPが滞在又はアク

セスすることが認められているすべてのエリアをさ

す。 
(5) 「人員移動」とは，本附属書の規定が適用される船舶

との間，及び他の船舶又は洋上施設との間で，洋上で

人員及び装備を移送する作業の全過程をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MSC.527(106) IPコード 
Part I 2 Definiaitons 
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2 章 目的と機能要件 

An2.1 洋上施設上で作業を行う人員（IP）（IPコード2.1） 

An2.1.1 目的 
本節は，次の(1)及び(2)を提供することを目的とする。 
(1) IPが安全に運送されること。 
(2) IP が健康であり，人員移動業務に関連するリスクを

含めて，業務に関連する危険について熟知しているこ

と。 

An2.1.2 機能要件 
前An2.1.1を達成するために，IPは，次に示す(1)から(5)を

満足しなければならない。 
(1) 健康であること。 
(2) 乗船者とコミュニケーションをとることができるこ

と。 
(3) 適切な安全教育を受けていること。 
(4) 船内における船舶特有の安全に関する講習を受けて

いること。 
(5) 本船の人員移動設備について船上での講習を受けて

いること。 

 
An2.2 人員の安全な移動（IPコード2.2） 

An2.2.1 目的 
本節は，安全で適切な移動手段や，人員移動に関連する業

務を安全に行うことができる能力など，人員移動に関わる全

ての人員の安全を確保することを目的とする。 

MSC.527(106) IPコード 
Part II GOALS AND 
FUNCTIONAL 
REQUIREMENTS 
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An2.2.2 機能要件 
前An2.2.1 を達成するために，次の(1)から(4)を満足しなけ

ればならない。 
(1) 人員移動の際の負傷を回避するための手段を設ける

こと。 
(2) 人員移動設備は，次の(a)から(c)に適合すること。 

(a) 人員移動設備が受けうる負荷に耐えるように設

計，建造，維持されること。 
(b) 関連する機能が喪失又は低下した場合に，安全な

状態になるように設計されること。 
(c) 電源喪失後，移動中の人員を安全な場所に戻すこ

とができること。 
(3) 人員の移動中の事故を防止し，かつ，他の船舶又は海

洋施設との間の相互の影響及び運航形態に適した方

法で，位置保持を行なうこと。 
(4) 船内の IP の数及びその身元に関する情報が常に更新

され，船内の人数を常に把握することができるための

手段を設けること。 

 
An2.3 区画と復原性（IPコード2.3） 

An2.3.1 目的 
本節は，非損傷時及び損傷時の両方の状態で，乗船者の総

数を考慮して，船舶の適切な復原性を確保することを目的と

する。 
 

An2.3.2 機能要件 
前 An2.3.1 に規定された目標を達成するために，乗船者の
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総数を考慮し，非損傷時及び損傷時の両方の状態で，適切な

復原性基準を与える風雨密及び水密境界を有するように設計

されなければならない。 

 
An2.4 機関（IPコード2.4） 

An2.4.1 目的 
本節は乗船者の総数を考慮し，通常運転時及び緊急時の両

方において，安全な航行及び乗船者の安全な運送を確保する

ために必要となる機能を提供することができる機関設備を備

えることを目的とする。 

An2.4.2 機能要件 
前 An2.4.1 に規定された目標を達成するために，次の(1)か

ら(3)を満足しなければならない。 
(1) 機関設備の必要な機能を確保するために必要な能力

が乗船者の数に依存する場合（例えばビルジ排水設備

など），必要な追加能力を提供すること。 
(2) 操舵装置は，機関設備に影響を及ぼすいかなる事故の

後でも，操舵を維持することができるものであるこ

と。 
(3) 機関設備に影響を及ぼす事故が発生した場合，乗船者

の数を考慮し，乗船者を安全に収容する能力を確保す

るために必要な冗長性，分離又はそれらの組み合わせ

を有すること。 
 

An2.5 電気設備（IPコード2.5） 

An2.5.1 目的 
本節は，次の(1)及び(2)を提供することを目的とする。 
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(1) 乗船者の総数を考慮し，緊急時に必要とされる

SOLAS条約 II-2章第21規則4で言及される安全な帰

港に必要なシステムの機能を提供することができる

非常電源 
(2) 電気的危険からのすべての乗船者の保護 

An2.5.2 機能要件 
前 An2.5.1 に規定された目標を達成するために，次の(1)及

び(2)を満足しなければならない。 
(1) 乗船者数や円滑な避難に必要な時間を考慮して， 

An2.5.1(1)で言及される安全な帰港に必要なシステム

への非常電源は，損傷後に乗船者を安全に収容する能

力を確保するために必要な電気設備の冗長性，電線同

士の十分な離隔，又はこれら両方を有すること。 
(2) 感電，火災及びその他の電気的要因による危険に対す

る予防措置を提供すること。 

 
An2.6 定期的に無人となる機関区域（IPコード2.6） 

An2.6.1 目的 
本節は機関室の無人化設備を有する場合に当該設備が船舶

又は乗船者の安全を損なわないことを保証することを目的と

する。 

An2.6.2 機能要件 
前 An2.6.1 に規定された目標を達成するために，次の(1)及

び(2)を満足しなければならない。 
(1) 機関室は，乗船者を考慮したうえで，安全な運航を提

供すること。 
(2) 機関室は，機関室の無人化設備を有さない場合と同等
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の安全性を確保するために，乗船者の数を考慮した安

全な運航を提供するための追加の制御システム，警報

システム及び安全システムを備えること。 

 
An2.7 防火，火災探知及び消火（IPコード2.7） 

An2.7.1 目的 
本節は，乗船者の総数を考慮した上で，SOLAS条約の火災

安全の目的又は HSC コードの火災安全基本原則を満たすこ

とを目的とする。 

An2.7.2 機能要件 
前 An2.7.1 を達成するために，乗船者の総数を考慮し，

SOLAS 条約の火災安全の機能要件又は HSC コードの火災安

全基本原則を満たす手段が提供されなければならない。 

 
An2.8 救命設備（IPコード2.8） 

An2.8.1 目的 
本節は，安全な船体放棄と人の揚収を確保するための適切

かつ十分な手段を規定することを目的とする。 

An2.8.2 機能要件 
前An2.8.1 を達成するために，次の(1)から(5)を満足しなけ

ればならない。 
(1) 救命艇の定員は，乗船者全員を収容するのに十分であ

ること。 
(2) 適切かつ十分な個人用救命設備を，船内のすべての人

員が利用できること。 
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(3) 集合及び避難するための十分なスペースを確保でき

ること。 
(4) すべての乗船者に緊急連絡を確実に行うために，船内

通信および警報システムを設けること。 
(5) 生存者を安全に揚収するための手段を設けること。 

 
An2.9 危険物の運送（IPコード2.9） 

An2.9.1 目的 
本節は，本附属書に従って承認された船舶で危険物を運送

し，取り扱う際に，乗船数の総数を考慮し，IPの安全な運送

について規定することを目的とする。 

An2.9.2 機能要件 
前 An2.9.1 を達成するために，危険物の運送及び取扱いに

起因するあらゆる危険性を考慮し，危険物の性質を考慮して，

乗船者全員に対する危険性を最小化しなければならない。 
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3 章 要件 

An3.1 洋上施設上で作業を行う人員（IP）（IPコード3.1） 

An3.1.1 規則 

-1. An2.1.2(1)の要件に適合するため，すべての IP は 16
歳以上でなければならず，主管庁が適当と認める基準に基づ

き，本 An3.1 のすべての要件を満たすために医学的に適して

いることを示す書類を，船長に提出しなければならない。 
-2. An2.1.2(2)の要件に適合するため，すべての IPは効果

的にコミュニケーションをとり，船員から与えられるあらゆ

る指示を理解することができるように，本船上の使用言語の

適切な知識を持たなければならない。 
-3. An2.1.2(3)の要件に適合するため，すべての IPは乗船

前に次の(1)から(3)に関する訓練又は指導を受けなければな

らない。 
(1) 次の(a)から(d)に掲げる個々の生存技術 

(a) 船上で起こりうる緊急事態の知識 
(b) 個人用救命設備の使い方 
(c) 高所からの安全な入水，及び水中での生存 
(d) 救命胴衣を着用した状態で，船や水上からの生存

艇への乗り込み 
(2) 船舶における火災の危険性の種類と火災を防止する

ための措置に関する知識を含む火災安全対策 
(3) 次の(a)から(c)に掲げる個人の安全及び社会的責任 

(a) 船長又はその代理人が船上で権限を持つことの

理解 
(b) 船員から与えられた指示の遵守 
(c) 船内で見かける安全情報の記号，標識及び警報信

 
MSC.527(106) IPコード 
Part III REGULATIONS 
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号の理解 
-4. 前-3.の要件に関わらず，主管庁が適当と認める基準に

基づく適切な資格を有する IP は，An2.1.2(3)の要件を満足す

るとみなすことができる。 
-5. IP が前-3.で要求される訓練又は指導を受けたことを

確認する文書が船長に提供されない限り，当該 IPを本船に乗

せてはならない。 
-6. An2.1.2(4)の要件に適合するために，すべての IPは，

出航前又は乗船後直ちに，次の(1)から(4)を含む船内における

船舶特有の安全講習を受けなければならない。 
(1) 船内のレイアウト 
(2) 個人用救命設備，招集場所，乗艇場所，脱出経路及び

救護場所 
(3) 船内の安全情報，記号，標識及び警報 
(4) 警報装置が作動したとき，又は緊急事態が宣言された

ときにとるべき行動 
-7. An2.1.2(5)の要件に適合するために，すべての IPは，

移送される前に，人員移動のための手順，追加の安全対策又

は人員移動設備について熟知していなければならない。 
 

An3.2 人員の安全な移動（IPコード3.2） 

An3.2.1 規則 

-1. An2.2.2(1)の要件に適合するため，人員移動設備は次

の(1)から(10)を満たさなければならない。 
(1) 人員移動設備は，清潔に保ち，適切に維持し，定期的

に点検を行い，安全に使用できること。 
(2) 人員移動設備の使用は，責任者によって監督され，適

切に訓練された人員が操作すること。人員移動設備の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「IP コード」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

28/43 

安全な操作手順を確立し，操作に従事する人員はそれ

に従うこと。 
(3) 監督者と船橋間の通信手段を設けること。 
(4) すべての人員移動設備は，検査及び記録保持の目的で

各機器を識別できるように恒久的な標示を設けるこ

と。使用及び保守の記録は，船上で保管されること 
(5) 人員移動を開始する前に，人員移動設備が正しく機能

していることを確認すること。 
(6) 人員移動設備と移送又は乗船場所との間には，安全か

つ障害物のない通路を確保する手段を講じること。 
(7) 人員移動設備及びその下方の海面，ならびに前(6)に

規定された通路を照らすために，非常用電源から供給

可能な照明を設けること。 
(8) 人員移動に使用される甲板上の範囲は，指定され，障

害物がないこと。 
(9) 人員移動の計画時及び実行前に，安全作業に関するリ

スク分析を行なうこと。この分析では，環境条件，オ

ペレーション及び装置の制限を考慮すること。 
(10) 人員移動を計画する際には，海上における人員移動の

際の安全に関する指針 MSC-MEPC.7/Circ.10，又は主

管庁が適当と認める指針を考慮すること。 
-2. An2.2.2(2)の要件に適合するため，人員移動設備は本

会が適当と認める規格又は要件に従って，設計，製造，試験

及び設置されなければならない。 
-3. An2.2.2(2)の要件に適合するため，次の(1)から(3)の要

件を満たさなければならない。 
(1) 人員移動設備の設計は，船上の配置に適したものでな

ければならない。 
(2) 人員移動設備の可用性を損ない，及び/又は関係者の

安全を危険にさらす可能性のある人員移動設備の配
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置及び関連するすべてのシステムの不具合を評価す

るために，リスクの分析を行わなければならない。な

お，当該分析は，次の(a)及び(b)を満足すること。 
(a) 人員移動設備の可用性に影響を及ぼし得る，単一

の故障，あらゆる区画における火災，又は水密区

画の浸水によるすべての設備及びシステムの不

具合の影響を考慮すること。 
(b) 前(a)で特定した故障が発生した場合に，人員移

動設備に関連する全ての人員の安全及び人員移

動設備の可用性を確保するための解決策を提供

すること。 
(3) 単一の故障がシステム内の複数の構成要素の故障に

つながる場合（共通要因故障），その結果生じる故障

はすべて同時に考慮されるものとする。ある故障の発

生が直接さらなる故障につながる場合，それらの故障

はすべて同時に考慮されるものとする。 
-4. An2.2.2(3)の要件に適合するため，位置保持設備を正

しく使用するために，船舶の操縦性と予想される長期間の位

置保持の必要性を合わせて評価しなければならない 
-5. An2.2.2(4)の要件に適合するため，船内の乗船者の数

及び身元に関する正しい情報を常に確保するための手順を確

立しなければならない。 
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4 章 SOLAS条約I章に基づき承認された船舶のための

追加規定 

An4.1 一般（IPコード4.1） 

An4.1.1 規則 
-1. 本附属書に特に規定されない限り，IP を乗せた船舶

は，貨物船に関するSOLAS条約及び本附属書の規定を満足し

なければならない。 
-2. 本章の規定に加え，An4.1.1-1.を満たす船舶は，An2.3

から An2.9 に示す目的と機能要件を満たさなければならな

い。 
 

An4.2 区画と復原性（IPコード4.2） 

An4.2.1 規則 
-1. 240 人を超える乗船が認められている場合，船舶及び

IP をそれぞれ旅客船及び旅客として考慮し SOLAS 条約 II-1
章第5規則の要件を満足しなければならない。ただし，SOLAS
条約 II-1章第5規則5は適用されない。 

-2. 区画と損傷時復原性に関する要件は，SOLAS条約 II-1
章に従うものとし，要求区画指数（R）は，次による値とする。

ただし，船舶及び IPをそれぞれ旅客船及び旅客として考慮す

る。 
(1) 240人を超える乗船が認められている船舶の場合は，

Rとする。 
(2) 60 人以下の乗船が認められている船舶の場合，0.8R

とする。 
(3) 60人を超え240人以下の場合は，前(1)及び(2)の値を
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Part IV ADDITIONAL 
REGULATIONS FOR 
SHIPS CERTIFIED IN 
ACCORDANCE  
WITH SOLAS CHAPTER 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「IP コード」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

31/43 

線形補間してRを決定する。 
R： 次の算式による値 

1 െ
5000

𝐿𝑠  2.5𝑁  15225 

Ls：船の区画用長さ。最高区画喫水において浸水

範囲を制限する甲板以下の船体の最大投影

型長さをいい，その単位は，メートル（m）
とする。 

N： 次の算式による値 
𝑁ଵ  2𝑁ଶ 

N1：搭載される救命艇の定員数 
N2：N1 を超えて船舶への乗船を許可されている

人数（船長及び船員を含む） 
-3. 前-2.にかかわらず，N を N1+2N2とすることが非現実

的な航海状態の船舶については，主管庁が適当と認める場合，

N を減じることを認めることがある。ただし，いかなる場合

もNをN1 +N2未満としてはならない。 
-4. 前-2.(1)を適用する船舶の場合，船舶及び IP をそれぞ

れ旅客船及び旅客として考慮し，SOLAS条約 II-1章第8規則

及び第 8-1 規則並びに SOLAS 条約 II-1 章B-2 部，B-3 部及び

B-4部の要件を適用する。ただし，SOLAS条約 II-1章第14規
則及び第18規則は除く。 

-5. 前-2.(2)及び(3)を適用する船舶の場合，-6.の規定を除

き，船舶及び IP をそれぞれ貨物船及び船員として考慮し，

SOLAS条約 II-1章第B-2部，第B-3部及び第B-4部の要件を

適用する。ただし，SOLAS条約 II-1章第14規則及び第18規
則は適用されない。なお，SOLAS条約 II-1章第8規則及び第

8-1規則の規定については，適用しなくても差し支えない。 
-6. 全ての船舶は，旅客船として考慮し，SOLAS条約 II-1

章第 9 規則，第 13 規則，第 19 規則，第 20 規則及び第 21 規
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則の規定に従わなければならない。 

 
An4.3 機関（IPコード4.3） 

An4.3.1 規則 
-1. An2.4.2(1)の機能要件に適合するために，旅客船に関

する SOLAS 条約 II-1 章第 35-1 規則の要件を適用しなければ

ならない。 
-2. An2.4.2(2)の機能要件に適合するために，乗船者が240

人を超える船舶の場合は，旅客船に関するSOLAS条約 II-1章
第29規則の要件を適用しなければならない。 

 
An4.4 電気設備（IPコード4.4） 

An4.4.1 規則 
-1. An2.5.2(1)の機能要件に適合するために，次の(1)及び

(2)によらなければならない。 
(1) 船の長さが50mを超え，乗船者が60人以下の船舶の

設備の場合，SOLAS 条約 II-1 章第 43 規則に加えて

SOLAS条約 II-1章第42規則2.6.1を適用すること。 
(2) 乗船者が 60 人を超える船舶の設備において，SOLAS

条約 II-1章第42規則を適用すること。 
-2. An2.5.2(2)の機能要件に適合するために，乗船者が 60

人を超える船舶の設備の場合，SOLAS 条約 II-1 章第 45 規則

12を適用しなければならない。 
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An4.5 定期的に無人となる機関区域（IPコード4.5） 

An4.5.1 規則 
An2.6.2の機能要件に適合するために，乗船者が240人を超

える船舶の場合は，旅客船に関するSOLAS条約 II-1章E部と

の関係で旅客船とみなす。 

 
An4.6 防火，火災探知及び消火（IPコード4.6） 

An4.6.1 規則 
An2.4.2(3)及びAn2.7.2の要件に適合するため，次の(1)及び

(2)によらなければならない。 
(1) 乗船者が 240 人を超える船舶の場合は，36 人以上の

旅客を乗せる旅客船に関する SOLAS 条約 II-2 章の要

件を適用すること。 
(2) 乗船者が60人を超え240人以下の船舶の場合は，36

人以下の旅客を乗せる旅客船に関する SOLAS 条約

II-2章の要件を適用すること。なお，SOLAS条約 II-2
章第21規則及び第22規則は適用する必要はない。 

 
An4.7 救命設備（IPコード4.7） 

An4.7.1 規則 
An2.8.2 の要件に適合するため，次の(1)から(4)によらなけ

ればならない。 
(1) 乗船者が60人を超える船舶の場合は，短期国際航海

ではない国際航海に従事する旅客船に関する SOLAS
条約 III章の要件を適用すること。 

(2) 乗船者数にかかわらず，SOLAS条約 III章第2規則及
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び第19規則2.3は適用する必要はない。 
(3) SOLAS条約 III章において「旅客」という用語が使用

されている場合，本附属書で定義する IP を意味する

ものとする。 
(4) 前(3)にかかわらず，幼児用又は子ども用の救命胴衣

の数は，旅客数にのみ基づいて計算されるものとす

る。 

 
An4.8 危険物（IPコード4.8） 

An4.8.1 一般要件 
IPは，船外での役割のために，船長の事前の同意を得た場

合に限り，危険物を船内に持ち込むことができる。これらの

危険物は，貨物とみなされSOLAS条約VII章 Part Aに従って

運送されなければならない。 

An4.8.2 容器に収納した危険物の運送 
An2.9.2 の要件に適合するため，次の(1)及び(2)によらなけ

ればならない。 
(1) 乗船者が 240 人を超える船舶の場合は，36 人以上の

旅客を乗せる旅客船に関するSOLAS条約 II-2章第19
規則3.6.2を満足すること。 

(2) IMDGコードの要求事項の目的上，乗船者が240人を

超える船舶は旅客船とみなされ，乗船者が240人以下

の船舶は，貨物船とみなされる。 

An4.8.3 固体ばら積危険物の運送 
An2.9.2 の要件に適合するため，次の(1)及び(2)によらなけ

ればならない。 
(1) 乗船者が 240 人を超える船舶の場合は，36 人以上の
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旅客を乗せる旅客船に関するSOLAS条約 II-2章第19
規則3.6.2を満足すること。 

(2) IMSBC コードの要求事項の目的上，IP は人員保護の

対象としなければならない。 

An4.8.4 危険化学品，液化ガス及び油の運送 
-1. An2.9.2 の要件に適合するため，危険化学品及び液化

ガスをばら積の貨物として運送し，IPも同時に運送する場合，

SOLAS条約VII章 Part B又はPart Cの要件を満たすか，又は

主管庁が適当と認める基準を満たさなければならない。また，

次に掲げる(1)から(5)の要件も満足しなければならない。 
(1) 乗船者が60人を超える場合は，有害物質，低引火点

製品又は酸の運送は認められない。 
(2) IP が立ち入ることを禁止される船舶の区域及び空間

を明確に表示すること。 
(3) 人員移動設備は，貨物エリアの外に配置すること。 
(4) 人員移動設備へのアクセスは，可能な限り，貨物エリ

アの外に設置すること。 
(5) 乗船又は人員の移動と貨物の積み込み又は荷下ろし

を同時に行わないこと。 
-2. An2.9.2 の要件に適合するため，MARPOL 条約附属書

Iに定義される貨物としての油及びIPを同時に運送する場合，

前-1.の要件を満たさなければならない。 
-3. 低引火点製品とは，次の(1)から(3)に示す物質のことを

いう。 
(1) 引火点が60℃を超えない有害な液体物質 
(2) 引火点が60℃を超えない油 
(3) IGC コード第 19 章に準拠した引火性ガスの検出が必

要な液化ガス 
-4. 有毒物質とは，次の(1)及び(2)に示す物質をいう。 
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(1) IBCコード15.12が適用される危険化学品 
(2) IGC コード第 19 章に準拠した毒性ガス検知を必要と

する液化ガス 
-5. 酸とは，IBC コード 15.11 が適用される危険化学品を

いう。 
-6. An2.9.2 の要件に適合するために，液化ガスをばら積

の貨物として運送する場合，IGCコードの要求事項の目的上，

IPは訓練及び人員保護の対象としなければならない。 
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5 章 SOLAS条約X章に基づき承認された 
船舶のための追加規定 

An5.1 一般（IPコード5.1） 

An5.1.1 規則 
-1. SOLAS 条約 X 章に基づき承認された高速貨物船は，

乗船者が60人を超えてはならない。 
-2. 本章に特に規定されない限り，乗船者が 60 人以下の

高速船は，HSCコードにおける貨物船の要件及び本章の要件

を満たさなければならない。 
-3. An5.1.1-2.に適合する高速船は，An2.3からAn2.9の目

的及び機能要件を満たさなければならない。 
-4. 高速船による IP の運送は，HSC コード1.9.1.1 に規定

されるよう，通過航海とはみなされずに，運航許可証を所持

しなければならない。 
-5. HSCコードの要件において，「旅客」という表現は「船

員以外の乗船者」と読み替えること。 

 
An5.2 区画と復原性（IPコード5.2） 

An5.2.1 規則 
An2.3.2 の機能要件に適合するために，次の(1)及び(2)の要

件を適用しなければならない。 
(1) HSCコード2章B部（2.13.2及び2.14は除く）をHSC

コード2章C部の代わりに適用すること。 
(2) HSC コード 2 章の規定を適用する場合，「旅客」と

いう表現は「船員以外の乗船者」と読み替えること。

また，1人当たりの質量は，75 kgではなく90 kgとす
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る。 

 
An5.3 機関（IPコード5.3） 

An5.3.1 規則 
An2.4.2の機能要件に適合するために，HSCコード10章C

部の代わりに，同コード 10 章B 部の分類A の旅客船に関す

る要件を適用しなければならない。 

 
An5.4 電気設備（IPコード5.4） 

An5.4.1 規則 
An2.5.2 に規定された機能要件に適合するために，HSC コ

ード12.7.10を適用しなければならない。 

 
An5.7 救命設備（IPコード5.7） 

An5.7.1 規則 
An2.8.2 の要件に適合するため，次の(1)から(3)の要件を適

用しなければならない。 
(1) HSCコード4.2.3の要件を満たすこと。 
(2) HSCコード8.4.3の要件が適用され，「旅客スペース」

という表現は，「IP エリア」と読み替えるものとす

ること。 
(3) 幼児用又は子ども用の救命胴衣の数は，旅客数にのみ

基づいて計算されるものとすること。 
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An5.8 危険物（IPコード5.8） 

An5.8.1 一般要件 
IPは，船外での役割のために，船長の事前の同意を得た場

合に限り，危険物を船内に持ち込むことができる。これらの

危険物は，貨物とみなされ HSC コード第 7 章 D 部に従って

運送されなければならない。 

An5.8.2 一般 
An2.9.2 の要件に適合するため，次に掲げる(1)から(4)の要

件を満たさなければならない。 
(1) IP が立ち入ることを禁止される船舶の区域及び空間

を明確に表示すること。 
(2) 人員移動設備は，貨物エリアの外に配置すること。 
(3) 人員移動設備へのアクセスは，可能な限り，貨物エリ

アの外に設置すること。 
(4) 乗船又は人員の移動と貨物の積み込み又は荷下ろし

を同時に行わないこと。 
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附  則 
 

1. この規則は，2024 年 7 月 1 日（以下，「施行日」

という。）から施行する。 
2. 施行日前にキールが据え付けられる船舶又は特定

の船舶として確認できる建造が開始され，かつ，少

なくとも50トン又は全建造材料の見積重量の1%*1

のいずれか少ないものが組み立てられた状態にあ

る船舶であって，主管庁により決議MSC.418(97)に
基づく運用権限が与えられた船舶については，この

規則の規定にかかわらず，施行日以降の最初の中間

検査又は定期検査*2 のいずれか早い方の時期の前

までは，なお従前の例による。 
*1 高速船については，1％を3％に読み替える。 
*2 高速船については，最初の中間検査又は定期検

査を第3回目の年次検査又は最初の定期検査に

読み替える。 
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鋼船規則検査要領O 編 作業船 

O1 通則 

O1.1 適用及び同等効力 

O1.1.1 適用 
 
-1. 航路を制限する条件で登録を受ける船舶の部材寸法

の軽減等については，CS1.1.1による。 
-2. 規則 O 編 1.1.1-6 にいう「特別な考慮」とは，主管庁

が適当と認める対策（例えば，IP コードの準用，SPS コード

の準用又は最大搭載人員が多いことにより生じるリスクの分

析及びその対応）を講じることをいう。 
 

 

 

 

O11 洋上風力発電設備設置船 

O11.7 機関 

O11.7.1 一般 
（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

鋼船規則検査要領O 編 作業船 

O1 通則 

O1.1 適用及び同等効力 

O1.1.1 適用 
航路を制限する条件で登録を受ける船舶 
航路を制限する条件で登録を受ける船舶の部材寸法の軽減

等については，CS1.1.1による。 
 
 
 
 
 
 
 

O11 洋上風力発電設備設置船 

O11.7 機関 

O11.7.1 一般 
-2. 規則O編11.7.1-2.にいう「特別な考慮」とは，本会が

適当と認める対策（例えば，最大搭載人員が多いことにより

生じるリスクの分析及びその対応，又はSPSコードの準用）

を講じることをいう。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MSC.527(106)において，

旗国主管庁は，国際航海

に従事しない船舶につい

ても，IP コードを適用す

ることが推奨されてい

る。よって，当該船舶，

また総トン数が 500 トン

未満の船舶に対して，主

管庁が適当と認める対策

（IP コードの準用，SPS
コードの準用又は最大搭

載人員が多いことにより

生じるリスクの分析及び

その対応）を講じること

を要求する。 
 
 
 
「特別な考慮」の規定を，

鋼船規則検査要領O 編 1
章に移設したため，検査

要領 O 編 11 章から削除

する。 
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（削除） 

 
 
 
 
 
 

 
（削除） 

 
 
 
 
 
 
 

 
O11.10 消火設備 

O11.10.1 一般 
（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

O11.8 電気設備 

O11.8.1 一般 
規則O編11.8.1-3.にいう「特別な考慮」とは，本会が適当

と認める対策（例えば，最大搭載人員が多いことにより生じ

るリスクの分析及びその対応，又はSPSコードの準用）を講

じることをいう。 

 
O11.9 防火構造及び脱出設備 

O11.9.1 一般 
規則O編11.9.1-2.にいう「特別な考慮」とは，本会が適当

と認める対策（例えば，船舶安全法に従った，旅客船の防火

構造及び脱出設備に適用される要件の準用や，最大搭載人員

が多いことにより生じるリスクの分析及びその対応，又は

SPSコードの準用）を講じることをいう。 

 
O11.10 消火設備 

O11.10.1 一般 
-2. 規則 O 編 11.10.1-3.にいう「特別な考慮」とは，本会

の適当と認める対策（例えば，船舶安全法に従った，旅客船

の消火設備に適用される要件の準用や，最大搭載人員が多い

ことにより生じるリスクの分析及びその対応，又はSPSコー

ドの準用）を講じることをいう。 
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O12 洋上風力発電設備支援船 

（削除） 

 
 

 

 

 

 

 

附  則 
 

1. この達は，2024 年 7 月 1 日（以下，「施行日」と

いう。）から施行する。 
2. 施行日前にキールが据え付けられる船舶又は特定

の船舶として確認できる建造が開始され，かつ，少

なくとも50トン又は全建造材料の見積重量の1%*1

のいずれか少ないものが組み立てられた状態にあ

る船舶であって，主管庁により決議MSC.418(97)に
基づく運用権限が与えられた船舶については，この

達の規定にかかわらず，施行日以降の最初の中間検

査又は定期検査*2 のいずれか早い方の時期の前ま

では，なお従前の例による。 
*1 高速船については，1％を3％に読み替える。 
*2 高速船については，最初の中間検査又は定期

検査を第 3 回目の年次検査又は最初の定期検

査に読み替える。 

O12 洋上風力発電設備支援船 

O12.1 一般 

O12.1.1 適用 
規則O編12.1.1-4.にいう「特別な配慮」とは，主管庁が適

当と認める対策（例えば，最大搭載人員が多いことにより生

じるリスクの分析及びその対応，又はSPSコードの準用）を

講じることをいう。 
 

 
 
「特別な考慮」の規定を，

鋼船規則検査要領O 編 1
章に移設したため，検査

要領 O 編 12 章から削除

する。 
 

 


